
1

○

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新

旧

対

照

条

文

◎

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）

（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
市
町
村
の
保
険
料
の
賦
課
に
関
す
る
基
準
）

（
市
町
村
の
保
険
料
の
賦
課
に
関
す
る
基
準
）

第
二
十
九
条
の
七

（
略
）

第
二
十
九
条
の
七

（
略
）

２

法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
徴
収
す
る
世
帯
主
に
対
す
る

２

法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
徴
収
す
る
世
帯
主
に
対
す
る

保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
基
礎
賦
課
額
に
つ
い
て
の
法
第
八
十
一
条
に
規
定
す
る

保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
基
礎
賦
課
額
に
つ
い
て
の
法
第
八
十
一
条
に
規
定
す
る

政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

世
帯
主
に
対
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
基
礎
賦
課
額
は
、
前
号
の
表
の

三

世
帯
主
に
対
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
基
礎
賦
課
額
は
、
前
号
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
基
礎
賦
課
総
額
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険

上
欄
に
掲
げ
る
基
礎
賦
課
総
額
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険

者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
、
資
産
割
額
若
し
く
は
被
保
険
者
均
等
割
額
の

者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
、
資
産
割
額
若
し
く
は
被
保
険
者
均
等
割
額
の

合
算
額
の
総
額
又
は
当
該
世
帯
に
つ
き
算
定
し
た
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
計
額

合
算
額
の
総
額
又
は
当
該
世
帯
に
つ
き
算
定
し
た
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
計
額

で
あ
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

四
～
九

（
略
）

四
～
九

（
略
）

十

第
三
号
の
基
礎
賦
課
額
は
、
五
十
一
万
円
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

十

第
三
号
の
基
礎
賦
課
額
は
、
五
十
万
円
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で

で
あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

３

法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
徴
収
す
る
世
帯
主
に
対
す
る

３

法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
徴
収
す
る
世
帯
主
に
対
す
る

保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
に
つ
い
て
の
法
第
八
十

保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
に
つ
い
て
の
法
第
八
十

一
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

世
帯
主
に
対
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額

三

世
帯
主
に
対
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
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は
、
前
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
総
額
の
区
分
に

は
、
前
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
総
額
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
、
資
産
割

応
じ
、
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
、
資
産
割

額
若
し
く
は
被
保
険
者
均
等
割
額
の
合
算
額
の
総
額
又
は
当
該
世
帯
に
つ
き
算

額
若
し
く
は
被
保
険
者
均
等
割
額
の
合
算
額
の
総
額
又
は
当
該
世
帯
に
つ
き
算

定
し
た
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
計
額
で
あ
る
こ
と
。

定
し
た
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
計
額
で
あ
る
こ
と
。

四
～
八

（
略
）

四
～
八

（
略
）

九

第
三
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
は
、
十
四
万
円
を
超
え
る
こ
と
が

九

第
三
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
は
、
十
三
万
円
を
超
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

４

法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
徴
収
す
る
世
帯
主
に
対
す
る

４

法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
徴
収
す
る
世
帯
主
に
対
す
る

保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
介
護
納
付
金
賦
課
額
に
つ
い
て
の
法
第
八
十
一
条
に
規

保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
介
護
納
付
金
賦
課
額
に
つ
い
て
の
法
第
八
十
一
条
に
規

定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

世
帯
主
に
対
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
介
護
納
付
金
賦
課
額
は
、
前
号

三

世
帯
主
に
対
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
介
護
納
付
金
賦
課
額
は
、
前
号

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
介
護
納
付
金
賦
課
総
額
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
世
帯
に

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
介
護
納
付
金
賦
課
総
額
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
世
帯
に

属
す
る
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
、
資
産
割
額

属
す
る
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
、
資
産
割
額

若
し
く
は
被
保
険
者
均
等
割
額
の
合
算
額
の
総
額
又
は
当
該
世
帯
に
つ
き
算
定

若
し
く
は
被
保
険
者
均
等
割
額
の
合
算
額
の
総
額
又
は
当
該
世
帯
に
つ
き
算
定

し
た
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
計
額
で
あ
る
こ
と
。

し
た
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
計
額
で
あ
る
こ
と
。

四
～
八

（
略
）

四
～
八

（
略
）

九

第
三
号
の
介
護
納
付
金
賦
課
額
は
、
十
二
万
円
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

九

第
三
号
の
介
護
納
付
金
賦
課
額
は
、
十
万
円
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

も
の
で
あ
る
こ
と
。

の
で
あ
る
こ
と
。

附

則

附

則

（
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
の
保
険
料
賦
課
基
準
の
特
例
）

（
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
の
保
険
料
賦
課
基
準
の
特
例
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
が
徴
収

２

法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
が
徴
収

す
る
世
帯
主
に
対
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
退
職
被
保
険
者
等
（
法
附
則
第

す
る
世
帯
主
に
対
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
退
職
被
保
険
者
等
（
法
附
則
第

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
被
保
険
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
被
保
険
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
係
る
基
礎
賦
課
額
に
つ
い
て
の
法
第
八
十
一
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定

じ
。
）
に
係
る
基
礎
賦
課
額
に
つ
い
て
の
法
第
八
十
一
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
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め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

世
帯
主
に
対
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
基
礎

一

世
帯
主
に
対
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
基
礎

賦
課
額
は
、
当
該
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
お
け
る
一
般
被
保
険
者
（

賦
課
額
は
、
当
該
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
お
け
る
一
般
被
保
険
者
（

退
職
被
保
険
者
等
以
外
の
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

退
職
被
保
険
者
等
以
外
の
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
係
る
保
険
料
に
つ
い
て
の
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二
十

）
に
係
る
保
険
料
に
つ
い
て
の
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二
十

九
条
の
七
第
二
項
第
二
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
礎
賦
課
総
額
の
区
分
に
応

九
条
の
七
第
二
項
第
二
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
礎
賦
課
総
額
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
世
帯
に
属
す
る
退
職
被
保
険
者
等
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
、
資

じ
、
当
該
世
帯
に
属
す
る
退
職
被
保
険
者
等
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
、
資

産
割
額
若
し
く
は
被
保
険
者
均
等
割
額
の
合
算
額
の
総
額
又
は
当
該
世
帯
に
つ

産
割
額
若
し
く
は
被
保
険
者
均
等
割
額
の
合
算
額
の
総
額
又
は
当
該
世
帯
に
つ

き
算
定
し
た
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
計
額
（
退
職
被
保
険
者
等
と
一
般
被
保
険

き
算
定
し
た
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
計
額
（
退
職
被
保
険
者
等
と
一
般
被
保
険

者
と
が
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
場
合
に
は
、
所
得
割
額
、
資
産
割
額
又
は
被
保

者
と
が
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
場
合
に
は
、
所
得
割
額
、
資
産
割
額
又
は
被
保

険
者
均
等
割
額
の
合
算
額
の
総
額
）
で
あ
る
こ
と
。

険
者
均
等
割
額
の
合
算
額
の
総
額
）
で
あ
る
こ
と
。

二
～
六

（
略
）

二
～
六

（
略
）

七

第
一
号
の
基
礎
賦
課
額
（
一
般
被
保
険
者
と
退
職
被
保
険
者
等
と
が
同
一
の

七

第
一
号
の
基
礎
賦
課
額
（
一
般
被
保
険
者
と
退
職
被
保
険
者
等
と
が
同
一
の

世
帯
に
属
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二
十
九

世
帯
に
属
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二
十
九

条
の
七
第
二
項
第
三
号
の
基
礎
賦
課
額
と
第
一
号
の
基
礎
賦
課
額
と
の
合
算
額

条
の
七
第
二
項
第
三
号
の
基
礎
賦
課
額
と
第
一
号
の
基
礎
賦
課
額
と
の
合
算
額

）
は
、
五
十
一
万
円
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

）
は
、
五
十
万
円
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
が
徴
収

３

法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
が
徴
収

す
る
世
帯
主
に
対
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
後
期

す
る
世
帯
主
に
対
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
後
期

高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
に
つ
い
て
の
法
第
八
十
一
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
に
つ
い
て
の
法
第
八
十
一
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

世
帯
主
に
対
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
後
期

一

世
帯
主
に
対
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
後
期

高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
は
、
当
該
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
お
け
る

高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
は
、
当
該
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
お
け
る

一
般
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
に
つ
い
て
の
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

一
般
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
に
つ
い
て
の
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
第
二
十
九
条
の
七
第
三
項
第
二
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
後
期
高
齢
者

ら
れ
た
第
二
十
九
条
の
七
第
三
項
第
二
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
後
期
高
齢
者

支
援
金
等
賦
課
総
額
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
世
帯
に
属
す
る
退
職
被
保
険
者
等

支
援
金
等
賦
課
総
額
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
世
帯
に
属
す
る
退
職
被
保
険
者
等

に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
、
資
産
割
額
若
し
く
は
被
保
険
者
均
等
割
額
の
合

に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
、
資
産
割
額
若
し
く
は
被
保
険
者
均
等
割
額
の
合

算
額
の
総
額
又
は
当
該
世
帯
に
つ
き
算
定
し
た
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
計
額
（

算
額
の
総
額
又
は
当
該
世
帯
に
つ
き
算
定
し
た
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
計
額
（
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退
職
被
保
険
者
等
と
一
般
被
保
険
者
と
が
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
場
合
に
は
、

退
職
被
保
険
者
等
と
一
般
被
保
険
者
と
が
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
場
合
に
は
、

所
得
割
額
、
資
産
割
額
又
は
被
保
険
者
均
等
割
額
の
合
算
額
の
総
額
）
で
あ
る

所
得
割
額
、
資
産
割
額
又
は
被
保
険
者
均
等
割
額
の
合
算
額
の
総
額
）
で
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

二
～
六

（
略
）

二
～
六

（
略
）

七

第
一
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
（
一
般
被
保
険
者
と
退
職
被
保
険

七

第
一
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
（
一
般
被
保
険
者
と
退
職
被
保
険

者
等
と
が
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

者
等
と
が
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
ら
れ
た
第
二
十
九
条
の
七
第
三
項
第
三
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額

え
ら
れ
た
第
二
十
九
条
の
七
第
三
項
第
三
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額

と
第
一
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
と
の
合
算
額
）
は
、
十
四
万
円
を

と
第
一
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
と
の
合
算
額
）
は
、
十
三
万
円
を

超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。


